
受講者アンケート 2023/9/20

Q1:講座を受講したことで、事業再生に関
する理解や実務能力が向上したと感じる部
分は具体的にどのようなものですか？

Q2:講座の中で特に印象に残った講義や
内容を５つ選んでください。

Q3:講座について改善したほうが良いことが
あれば教えてください。

Q4:これから事業再生コンサルタント養成講
座を受講を考えている方へのメッセージや
アドバイスをお願いします。

Q5:その他、ご感想など、ご自由にご意見をお
聞かせください。

実際の事例で聞けたこと 6.第二次納税義務, 8.詐害行為と否認権
特にありませんが関西でもリアル開催があれば嬉
しいですね

これから必ず需要の高まる分野です。この仕事を
できる方が増えることでたくさんの事業者が救わ
れます

この機会に出会えて光栄です。

未回答
1.第二会社方式解説, 3.破産手続き解説, 6.第
二次納税義務, 8.詐害行為と否認権, 13.事例研
究（ラーメン店等）

事例検討などの参加者ワークがあるとより、参加
者間のコミニケーションや知識浸透につながるの
ではと思いました。

豊富な事例から再生スキーム方法や差押えに
対する対処方法が学べます！

再生事例や方法を受講でき大変勉強になりました。
貴重なお時間のなか講義開催ありがとうございまし
た。受講が終了した段階で、　事業再生コンサルタン
ト〇期生　卒業証書授与　やオシリス様のHPに希望
者はコンサルタントとして表示ができるなど。卒業した
満足感やその後のメリットがあるとより良いのではと感
じました。
以上になります。　どうぞ宜しくお願い致します。

実際のケーススタディが役に立つと思いました
3.破産手続き解説, 4.破産と解散・清算との区別,
6.第二次納税義務, 8.詐害行為と否認権, 9.偏
頗弁済

実務に必要な内容をもっと網羅して欲しいです
大変意義のあるお仕事ですので真剣に取組む気
持ちが大事だと思います

実務に関わるとしたらもっと勉強しなければいけない
なぁと感じました

不動産の競売、任意売却との関連性
1.第二会社方式解説, 3.破産手続き解説, 5.差
押え（社会保険・年金・税金）, 8.詐害行為と否認
権, 12.相談同席実習

資料の充実
録画視聴もできますが出来るだけリアルタイム受
講をされた方が質問もできますし、良いと思いま
す。（反省点をふまえ）

動画に出てきた相談者様、特に鹿児島のかたのその
後が知りたいです。

税金の第二次納税義務、事業譲渡の査定の仕
方

6.第二次納税義務, 7.事業譲渡, 12.相談同席
実習, 15.再生支援プログラム解説, 16.コンサル
ティング実務解説

事前に講座内容を知らせて頂ければありがたい
です。

事業再生ではリスケや資金繰り悪化で悩む経営
者には、社会保険料、税金、負債が０円になり再
起しやすい事業再生だという事が学べます。別
会社を作った時の社長は慎重に選ばないと差押
えされる可能性が高い事も学べるので、 事業再
生のコンサルで経営者に喜んで貰えるノウハウを
学べる講座でした。

今後もよろしくお願いします。

具体的なプロセスの説明があったことが非常に良
かった

1.第二会社方式解説, 4.破産と解散・清算との区
別, 13.事例研究（ラーメン店等）, 15.再生支援プ
ログラム解説, 16.コンサルティング実務解説

内容が難しく分からなくなってしまうことが多かっ
たので、受講生が能動的に取り組めるワークや分
かりやすい事例をもっと組み込んでほしい

事業再生についてここまで詳細に説明してもらえ
る講座はなかなかないと思います。勉強していく
価値のある内容ですので、ぜひ！

講座を機に、更に勉強を深めたいと思います。

経営改善によるリスケや借換しか再生の手段が
無いと思っていたので、新しい再生手段を理解す
ることができました。

1.第二会社方式解説, 2.第二会社移行処理方
法（特別清算・自己破産）, 3.破産手続き解説,
4.破産と解散・清算との区別

まだ、動画が閲覧できていないので、もう少し長く
してもらえるとありがたいです(できれば1年間ほ
ど)。習得したいのですが、対応中の案件が長引
いたり、突発的な案件が入ってしまっても、受講
することができるので、参加し易いかと思います。

第二会社方式は対応しているコンサルも少なく、
情報も少ないので、有効な講義になります。知識
として備えておくことで、支援の幅が広がると思い
ます。

ありがとうございました。引き続き何卒宜しくお願い致
します。

知らないことばかりでしたので、世の困っている事
業主の力に為ると痛感した

1.第二会社方式解説, 2.第二会社移行処理方
法（特別清算・自己破産）, 6.第二次納税義務,
7.事業譲渡, 12.相談同席実習

土曜日以外の開催を御考え頂きたい
目から鱗が落ちるとはこのことです。未だ未だ世
の中に役に立てると実感出来ます。

対面講座も、御考慮頂きたく存じます。


